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議案第５号 

東京都板橋区教育委員会請願処理規則等の一部を改正する規則 

 上記の議案を提出する。 

令和３年３月１１日 

         提出者 板橋区教育委員会教育長 中川 修一 

 

東京都板橋区教育委員会請願処理規則等の一部を改正する

規則 

（東京都板橋区教育委員会請願処理規則の一部改正） 

第１条 東京都板橋区教育委員会請願処理規則（昭和31年板橋区教育委員 

会規則第４号）の一部を次のように改正する。 

 第２条中「押印の上」を削る。 

（東京都板橋区教育委員会公印規則の一部改正） 

第２条 東京都板橋区教育委員会公印規則（昭和43年板橋区教育委員会規 

則第５号）の一部を次のように改正する。 

 第13条を次のように改める。 

（準用） 

第13条 この規則に定めのない事項については、東京都板橋区公印規則

（昭和35年板橋区規則第３号）の規定を準用する。 

 別記第２号様式から別記第５号様式までを次のよう に改める。  
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（労働者災害補償保険法の適用を受ける職員の公務災害等に伴う休業補償

等の支給に関する規則の一部改正） 

第３条 労働者災害補償保険法の適用を受ける職員の公務災害等に伴う 

 休業補償等の支給に関する規則（平成９年板橋区教育委員会規則第10号）  

 の一部を次のように改正する。 

  別記第１号様式を次のように改める。 
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（東京都板橋区立天津わかしお学校教職員宿舎管理規則の一部改正） 

第４条 東京都板橋区立天津わかしお学校教職員宿舎管理規則（昭和45年

板橋区教育委員会規則第５号）の一部を次のように改正する。 

  別記第１号様式、別記第３号様式、別記第４号様式及び別記第６号様 

式中「印」を削る。 

（幼稚園教育職員の期末手当に関する規則の一部改正） 

第５条 幼稚園教育職員の期末手当に関する規則（平成12年板橋区教育委

員会規則第12号）の一部を次のように改正する。 

別記第１号様式から別記第４号様式までの規定中「印」を削る。 

( 東京都板橋区立天津わかしお学校寄宿舎の管理運営に関する規則の一部

改正 )  

第６条 東京都板橋区立天津わかしお学校寄宿舎の管理運営に関する規則  

 (昭和42年板橋区教育委員会規則第３号 ) の一部を次のように改正する。 

 別記第１号様式及び別記第２号様式中「印」を削る。 

（東京都板橋区立榛名林間学園条例施行規則の一部改正） 

第７条 東京都板橋区立榛名林間学園条例施行規則 ( 平成９年板橋区教育 

委員会規則第９号 ) の一部を次のように改正する。 

 別記第２号様式から別記第９号様式までの規定中「印」を削る。 

別記第10号様式を次のように改める。 
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 (東京都板橋区立教育科学館条例施行規則の一部改正 )  

第８条 東京都板橋区立教育科学館条例施行規則 ( 昭和63年板橋区教育委 

員会規則第８号 ) の一部を次のように改正する。 

 別記第10号様式から別記第15号様式までの規定中「印」を削る。 

（東京都板橋区立生涯学習センター条例施行規則の一部改正） 

第９条 東京都板橋区立生涯学習センター条例施行規則 ( 昭和49年板橋区 

教育委員会規則第６号 ) の一部を次のように改正する。 

  別記第５号様式中「印」を削る。 

  別記第７号様式及び別記第８号様式を次のように改める。 
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（東京都板橋区立八ケ岳荘条例施行規則の一部改正） 

第10条 東京都板橋区立八ケ岳荘条例施行規則 ( 昭和57年板橋区教育委員 

会規則第６号 ) の一部を次のように改正する。 

  別記第２号様式から別記第９号様式までの規定中「印」を削る。 

別記第10号様式を次のように改める。 
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第10号様式（第13条関係） 
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（東京都板橋区立郷土資料館条例施行規則の一部改正） 

第11条 東京都板橋区立郷土資料館条例施行規則 ( 平成28年板橋区教育委 

員会規則第３号 ) の一部を次のように改正する。 

別記第２号様式から別記第４号様式まで及び別記第６号様式から別記

第９号様式までの規定中「印」を削る。 

（東京都板橋区立郷土芸能伝承館条例施行規則の一部改正） 

第12条 東京都板橋区立郷土芸能伝承館条例施行規則 ( 平成28年板橋区教

育委員会規則第４号 ) の一部を次のように改正する。 

別記第１号様式、別記第４号様式及び別記第６号様式から別記第10号

様式までの規定中「印」を削る。 

別記第11号様式中「印」を削り、「決定が」を「裁決が」に、「決定

の」を「裁決の」に改め、「決定又は」を削る。 

別記第12号様式から別記第16号様式までの規定中「印」を削る。 

別記第17号様式中「印」を削り、「決定」を「裁決」に「６か月以内

に東京都板橋区教育委員会」を「６か月以内に板橋区」に、「東京都板

橋区教育委員会を代表する者は、東京都板橋区教育委員会教育長」を

「板橋区を代表する者は、板橋区教育委員会」に改める。 

（東京都板橋区立学校施設開放条例施行規則の一部改正） 

第13条 東京都板橋区立学校施設開放条例施行規則 ( 平成27年板橋区教育 

委員会規則第30号) の一部を次のように改める。 

 別記第２号様式中「板橋区教育委員会   印」を「板橋区教育委員

会」に改める。 

（東京都板橋区立図書館館則の一部改正） 

第14条 東京都板橋区立図書館館則（昭和51年板橋区教育委員会規則第６ 

号）の一部を次のように改める。 

別記第１号様式から別記第６号様式までの規定中「印」を削る。 

  付 則 

この規則は、令和３年４月１日から施行する。 
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 （提案理由） 

  押印廃止に伴う改正を行うほか、所要の規定整備をする必要がある。 
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東京都板橋区教育委員会請願処理規則の一部を改正する規則新旧対照表 

 

改正後 改正前 

○東京都板橋区教育委員会請願処理規則 ○東京都板橋区教育委員会請願処理規則 

昭和31年10月24日東京都板橋区教育委員会規則第４号 昭和31年10月24日東京都板橋区教育委員会規則第４号 

東京都板橋区教育委員会請願処理規則 東京都板橋区教育委員会請願処理規則 

（目的） （目的） 

第１条 この規則は、教育委員会が受理する請願の処理について規定するこ

とを目的とする。 

第１条 この規則は、教育委員会が受理する請願の処理について規定するこ

とを目的とする。 

（請願の提出） （請願の提出） 

第２条 請願は、邦文を用い、請願の趣旨、提出年月日、請願者の住所及び

氏名（法人は、その所在地、名称及び代表者の氏名）を記載し    、

教育長を通じて教育委員会へ提出しなければならない。 

第２条 請願は、邦文を用い、請願の趣旨、提出年月日、請願者の住所及び

氏名（法人は、その所在地、名称及び代表者の氏名）を記載し押印の上、

教育長を通じて教育委員会へ提出しなければならない。 

（通知） （通知） 

第３条 教育委員会は、請願を迅速かつ慎重に検討して、その結果を教育長

を経て請願者へ通知する。 

第３条 教育委員会は、請願を迅速かつ慎重に検討して、その結果を教育長

を経て請願者へ通知する。 

（委任） （委任） 

第４条 この規則の実施について必要な事項は、教育長が別に定める。 第４条 この規則の実施について必要な事項は、教育長が別に定める。 

付 則 付 則 

この規則は、公布の日から施行し、昭和31年10月１日から適用する。 この規則は、公布の日から施行し、昭和31年10月１日から適用する。 
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東京都板橋区教育委員会公印規則の一部を改正する規則新旧対照表 

 

改正後 改正前 

○東京都板橋区教育委員会公印規則 ○東京都板橋区教育委員会公印規則 

昭和43年３月30日東京都板橋区教育委員会規則第５号 昭和43年３月30日東京都板橋区教育委員会規則第５号 

第1条～第12条 略 第1条～第12条 略 

（準用） （押印の省略） 

第13条 この規則に定めのない事項については、東京都板橋区公印規則（昭

和35年板橋区規則第３号）の規定を準用する。 

 

第13条 印刷又は謄写に付した軽易な文書で慣習等により押印を不適当と認

めるものについては、教育長の承認を経て、特に公印の押印を省略すること

ができる。 

 以下略 

 

別記 

第２号様式 

第３号様式 

第４号様式 

第５号様式 

 

 以下略 

 

別記 

第２号様式 

第３号様式 

第４号様式 

第５号様式 

第４号様式 

  

 



 



新様式

第1号様式
東京都板橋区立天津わかしお学校教職員宿舎使用申請書

※申請日現在

入居希望調査（希望順位を数字で記入してください）

※面積にはバルコニーを含みます。
※入居を希望しない室には×を記入してください。

１　自宅からの通勤が困難であること
（１）現住所

（２）現住所から天津わかしお学校までの所要時間、経路、経費

２　親族状況（申請日現在）

３　その他入居を希望する理由

上記のとおり申請いたします。

年　　　月　　　日 申請者氏名　 印

男・女 同・別

有・無

男・女 同・別 有・無

男・女 同・別

男・女 同・別 有・無

男・女 同・別 有・無

天津わかしお学
校への配属日

生年月日

性別

続柄 氏名（ふりがな）
宿舎への同
居予定

性別 同居・別居

フリガナ

氏名

面積（㎡）

79.2
41.25

②自家用車等

希望順位 1階室名

101
102
103

交通手段

①電車・バス等

所要時間

　　時間　　　分

　　時間　　　分

50.26

使用料（円/月）

19,500

11,200

2階室名

201
202
203

11,200

経路 経費（円/日）

11,200

希望順位 面積（㎡）

79.2
41.25
49.45

男　　・　　女

　　　　年　　月　　日　満　　歳

　　　　　年　　　月　　　日

職業（勤務先）年齢

有・無

使用料（円/月）

19,500
11,200



新様式 

 

第３号様式 

 

誓 約 書 

 

  年  月  日 

 

東京都板橋区教育委員会 様 

 

東京都板橋区立天津わかしお学校教職員宿舎 

    号室 

ただし、畳、建具、その他一切付 

 

 

 このたび、上記教職員宿舎を    年  月  日から使用いたすことについては、

東京都板橋区立天津わかしお学校教職員宿舎使用許可書許可条件及び東京都板橋区立

天津わかしお学校教職員宿舎管理規則を遵守します。 

  

 

 

 

所属学校名  東京都板橋区立天津わかしお学校 

 

職 氏 名                印 

 

 



新様式 

第４号様式 

 

東京都板橋区立天津わかしお学校教職員宿舎明渡届 

 

年  月  日 

 

東京都板橋区教育委員会 様 

 

宿 舎 名                  
東京都板橋区立天津わかしお学校教職員宿舎 

  号室  

所 在 地 千葉県鴨川市天津字霜田２２１７番地８ 

職 氏 名 印   

 

 

  このたび、下記により退去したので、教職員宿舎を明渡します。 

 

 

記 

 

 

１．明渡し年月日       年   月   日 

 

 

２．明渡し理由 

 

 

３．明渡し後の住所 

 



新様式 

 

第６号様式 

 

東京都板橋区立天津わかしお学校教職員宿舎同居親族異動届 

 

年  月  日   

 

   東京都板橋区教育委員会  様 

 

所属学校名 東京都板橋区立天津わかしお学校 

職 氏 名              印 

    号室 

 

  このたび    年  月  日から下記のとおり同居者に異動があったので、お届

けいたします。 

記 

続 柄 氏 名 生 年 月 日 職 業 異 動 の 理 由 

     

     

     

     

     

     

  異動前の入居者数   名 

  異動後の入居者数   名 



旧様式 

 

 
           東京都板橋区立天津わかしお学校教職員宿舎使用申請書 

フリガナ  性別 男  ・  女 

氏名  
生年月日 年  月  日 満  歳 

天津わかしお学 
校への配属日 年   月   日  

※申請日現在 

入居希望調査（希望順位を数字で記入してください） 

希望順位 1階室名 面積（㎡） 使用料（円/月） 希望順位 2階室名 面積（㎡） 使用料（円/月） 

  101 79.2 19,500  201 79.2 19,500 
 102 41.25 11,200  202 41.25 11,200 
 103 50.26 11,200  203 49.45 11,200 
※面積にはバルコニーを含みます。 
※入居を希望しない室には×を記入してください。 
 
１ 自宅からの通勤が困難であること 
（１）現住所 
 

 

（２）現住所から天津わかしお学校までの所要時間、経路、経費 

交通手段 所要時間 経路 経費（円/日） 

①電車・バス等 時間   分    

②自家用車等 時間   分    

２ 親族状況（申請日現在） 

続柄 氏名（ふりがな） 性別 年齢 同居・別居 
宿舎への同 
居予定 

職業（勤務先） 

  男・女  同・別 有・無  

  男・女  同・別 有・無  

  男・女  同・別 有・無  

  男・女  同・別 有・無  

  男・女  同・別 有・無  

 
３ その他入居を希望する理由 

 

上記のとおり申請いたします。 

           年   月   日   申請者氏名             印 

 



 

旧様式 

 

 

 

            誓   約   書 

 

                                 年  月  日 

 

東京都板橋区教育委員会 様 

 

                   東京都板橋区立天津わかしお学校教職員宿舎 

                                     号室 

                        ただし、畳、建具、その他一切付 

 

 このたび、上記教職員宿舎を    年  月  日から使用いたすことについては、

東京都板橋区立天津わかしお学校教職員宿舎使用許可書許可条件及び東京都板橋区立

天津わかしお学校教職員宿舎管理規則を遵守します。 

 

 

 

 

                所属学校名  東京都板橋区立天津わかしお学校 

 

                職  氏  名                印 



 

旧様式 

 

 

 

        東京都板橋区立天津わかしお学校教職員宿舎明渡届 

 

                                年  月  日 

 

東京都板橋区教育委員会 様 

 

 

宿 舎 名 
 東京都板橋区立天津わかしお学校教職員宿舎 

   号室 

所 在 地  千葉県鴨川市天津字霜田２２１７番地８ 

職 氏 名 印    

 

 

  このたび、下記により退去したので、教職員宿舎を明渡します。 

 

 

                   記 

 

 

１．明渡し年月日       年   月   日 

 

 

２．明渡し理由 

 

 

３．明渡し後の住所 



 

旧様式 

 

 

 

       東京都板橋区立天津わかしお学校教職員宿舎同居親族異動届 

 

                               年  月  日 

 

   東京都板橋区教育委員会  様 

 

                   所属学校名 東京都板橋区立天津わかしお学校 

                   職 氏 名              印 

                                       号室 

 

  このたび    年  月  日から下記のとおり同居者に異動があったので、お届

けいたします。 

 
                    記 
 

続 柄 氏     名 生 年 月 日 職     業 異 動 の 理 由 

     

     

     

     

     

     

  異動前の入居者数   名 

  異動後の入居者数   名 

 



 

第１号様式 新様式 

 

一時差止処分の実施に関する通知書 

 

  年  月  日  

 

 板  橋  区  長  様 

 

（一時差止処分者）           

 

 幼稚園教育職員の給与に関する条例第29条第１項（同条例第30条第５項におい

て準用する場合を含む。）の規定に基づき一時差止処分を行うので、通知する。 

 
一時差止処分を受ける者に関する事項 

 

氏 名  生 年 月 日   年  月  日 

住 所  

採用年月日   年  月  日 離職年月日  

所 属  

役 職 名  給 料 月 額 
円  

（  給料表 級 号給） 

一時差止処分に関する事項 

被疑事実の

要 旨 

 

（思料される犯罪に係る罰条：         ） 

被処分者の

供述の要旨 

 

（事情聴取：    年  月  日） 

刑 事 事 件 

と の 関 係 

逮捕日    年  月  日  

起訴日    年  月  日  

一時差止処分の対象となる手当  

一時差止処分の発令予定年月日   年  月  日 根拠条項  

参 考 事 項  

 

 



第２号様式 新様式 

 

一 時 差 止 処 分 書 

 

 

年  月  日 

 

       様 

（一時差止処分者） 

 

 

幼稚園教育職員の給与に関する条例 

第 29条第 1項（同条例第 30条第 5項において準 

 

 

 

 なお、この処分に不服がある場合には、この処分書を受けた日の翌日から起算して３月以

内に、板橋区教育委員会に対して審査請求をすることができます。また、この処分書を受け

た日の翌日から起算して３月が経過した後においては、この処分の後の事情の変化を理由

に、板橋区教育委員会に対して、この処分の取消しを申し立てることができます。 

 また、この処分については、この処分書を受けた日の翌日から起算して６月以内に、板橋

区を被告として（訴訟において板橋区を代表する者は板橋区長となります。）、処分の取消し

の訴えを提起することができます（なお、この処分書を受けた日の翌日から起算して６月以

内であっても、この処分の日の翌日から起算して１年を経過すると処分の取消しの訴えを

提起することができなくなります。）。ただし、審査請求をした場合には、当該審査請求に対

する裁決があったことを知った日の翌日から起算して６月以内に、処分の取消しの訴えを

提起することができます（なお、当該審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日

から起算して６月以内であっても、当該裁決の日の翌日から起算して１年を経過すると処

分の取消しの訴えを提起することができなくなります。）。 

第 29条第 1項

第 29条第 1項 

期末手当 
の規定に基づき、            の支給を一時差し止めます。 

用する場合を含む。）        期末手当及び勤勉手当 



 

第３号様式 新様式 

 

処 分 説 明 書              

 
（一時差止処分を受ける者） 

 

（採用年月日）    年 月 日 （離職年月日）    年 月 日 

（離職時の所属） （離職時の役職名） 

（離職時の給料月額）       円（   給料表  級  号給） 

（処分発令年月日）  年 月 日 （根拠条項） 

（処分の対象となる手当） 

（刑事事件との関係）           逮捕日    年 月 日  

                     起訴日    年 月 日  

（一時差止処分の理由） 

  （思料される犯罪に係る罰条：                 ） 

（一時差止処分の取消し） 

 この処分は、次のいずれかに該当する場合には取り消され、一時差し止め

られている
期末手当
期末手当及び勤勉手当

が支給される。 

１ この処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せ

られなかった場合 

２ この処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処

分があった場合 

３ 一時差止処分を受けた者が在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴

されることなくこの処分に係る
期末手当
期末手当及び勤勉手当

の基準日から起算し

て１年を経過した場合（ただし、一時差止処分を受けた者が在職期間中の

行為に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことがこの処分

の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。） 

４ 一時差止処分者が、この処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき

期末手当
期末手当及び勤勉手当

の支給を差し止める必要がなくなったと認める場合 

      年  月  日 

 

（一時差止処分者）           

 

 



 

第４号様式 新様式 

 

一時差止処分の取消しに関する通知書 

  年  月  日  

 板 橋 区 長 様 

（一時差止処分者）           

 幼稚園教育職員の給与に関する条例第29条第３項又は第４項（これらの規定を

同条例第30条第５項において準用する場合を含む。）の規定に基づき、一時差止処

分を取り消したので、通知する。 

 
一時差止処分を受けた者の氏名  

 

一 時 差 止 処 分 の 発 令 年 月 日   年  月  日 

一時差止処分を取り消した年月日   年  月  日 

一時差止処分を取り消した理由  

対 象 と な る 手 当 の 額 
 期末手当          円 

 勤勉手当          円 

参 考 事 項  

 

 



 

第１号様式 旧様式 

 

一時差止処分の実施に関する通知書 

 

  年  月  日  

 

 板  橋  区  長  様 

 

（一時差止処分者）        □印   

 

 幼稚園教育職員の給与に関する条例第29条第１項（同条例第30条第５項におい

て準用する場合を含む。）の規定に基づき一時差止処分を行うので、通知する。 

 
一時差止処分を受ける者に関する事項 

 

氏 名  生 年 月 日   年  月  日 

住 所  

採用年月日   年  月  日 離職年月日  

所 属  

役 職 名  給 料 月 額 
円  

（  給料表 級 号給） 

一時差止処分に関する事項 

被疑事実の

要 旨 

 

（思料される犯罪に係る罰条：         ） 

被処分者の

供述の要旨 

 

（事情聴取：    年  月  日） 

刑 事 事 件 

と の 関 係 

逮捕日    年  月  日  

起訴日    年  月  日  

一時差止処分の対象となる手当  

一時差止処分の発令予定年月日   年  月  日 根拠条項  

参 考 事 項  

 

 



第２号様式 旧様式 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一 時 差 止 処 分 書 

 

年  月  日 

     様 

（一時差止処分者）   印     

 

 幼稚園教育職員の給与に関する条例 

の規定に基づき、           の支給を一時差し止めます。 

なお、この処分に不服がある場合には、この処分書を受けた日の翌日から起算して３月以

内に、板橋区教育委員会に対して審査請求をすることができます。また、この処分書を受け

た日の翌日から起算して３月が経過した後においては、この処分の後の事情の変化を理由

に、板橋区教育委員会に対して、この処分の取消しを申し立てることができます。 

 また、この処分については、この処分書を受けた日の翌日から起算して６月以内に、板橋

区を被告として（訴訟において板橋区を代表する者は板橋区長となります。）、処分の取消し

の訴えを提起することができます（なお、この処分書を受けた日の翌日から起算して６月以

内であっても、この処分の日の翌日から起算して１年を経過すると処分の取消しの訴えを

提起することができなくなります。）。ただし、審査請求をした場合には、当該審査請求に対

する裁決があったことを知った日の翌日から起算して６月以内に、処分の取消しの訴えを

提起することができます（なお、当該審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日

から起算して６月以内であっても、当該裁決の日の翌日から起算して１年を経過すると処

分の取消しの訴えを提起することができなくなります。）。 

第 29条第１項 

第 29条第１項（同条例第 30条第５項において準 

 

用する場合を含む。） 

期末手当 

期末手当及び勤勉手当 



 

第３号様式 旧様式 

 

処 分 説 明 書              

 
（一時差止処分を受ける者） 

 

（採用年月日）    年 月 日 （離職年月日）    年 月 日 

（離職時の所属） （離職時の役職名） 

（離職時の給料月額）       円（   給料表  級  号給） 

（処分発令年月日）  年 月 日 （根拠条項） 

（処分の対象となる手当） 

（刑事事件との関係）           逮捕日    年 月 日  

                     起訴日    年 月 日  

（一時差止処分の理由） 

  （思料される犯罪に係る罰条：                 ） 

（一時差止処分の取消し） 

 この処分は、次のいずれかに該当する場合には取り消され、一時差し止め

られている
期末手当
期末手当及び勤勉手当

が支給される。 

１ この処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せ

られなかった場合 

２ この処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処

分があった場合 

３ 一時差止処分を受けた者が在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴

されることなくこの処分に係る
期末手当
期末手当及び勤勉手当

の基準日から起算し

て１年を経過した場合（ただし、一時差止処分を受けた者が在職期間中の

行為に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことがこの処分

の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。） 

４ 一時差止処分者が、この処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき

期末手当
期末手当及び勤勉手当

の支給を差し止める必要がなくなったと認める場合 

      年  月  日 

 

（一時差止処分者）        □印   

 

 



 

第４号様式 旧様式 

 

一時差止処分の取消しに関する通知書 

  年  月  日  

 板 橋 区 長 様 

（一時差止処分者）        □印   

 幼稚園教育職員の給与に関する条例第29条第３項又は第４項（これらの規定を

同条例第30条第５項において準用する場合を含む。）の規定に基づき、一時差止処

分を取り消したので、通知する。 

 
一時差止処分を受けた者の氏名  

 

一 時 差 止 処 分 の 発 令 年 月 日   年  月  日 

一時差止処分を取り消した年月日   年  月  日 

一時差止処分を取り消した理由  

対 象 と な る 手 当 の 額 
 期末手当          円 

 勤勉手当          円 

参 考 事 項  

 

 



 

新様式 

 

第１号様式 
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新様式 

 

第２号様式 
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か
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旧様式 

 

第１号様式 
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○印 
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わ
か
し
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学
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旧様式 

 

第２号様式 
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様 

 



第2号様式(第5条関係)                         新様式 

 
 

承認番号

年　　　月　　　日

様

年 月 日付けで申請のありました榛名林間学園の利用について
下記のとおり承認します。

年 月 日 ～ 年 月 日

月 日 月 日 月 日 月 日

乳幼児（４歳未満）

特
記
事
項

区
外

おとな
心身障がい

こども
心身障がい

区
内

おとな
心身障がい

こども
心身障がい

利　用　承　認　書

板橋区立榛名林間学園

宿泊利用区分

施設管理者　　印

記

利用期間

宿泊施設 名称

（　） （　） 泊　日

 



新様式第２号の２様式（第５条関係）

年 月 日　 （ ) ～ 年 月 日 （ ) 泊 日

月 日 月 日 月 日 月 日

円 人 人 人 人 円

円 人 人 人 人 円

円 人 人 人 人 円

円 人 人 人 人 円

円 円

円 円

円 円

円 円

円 人 人 人 人 円
円 人 人 人 人 円
円 人 人 人 人 円
円 人 人 人 人 円

円 人 人 人 人 円

人 人 人 人 円

円 人 人 人 人 円

円 人 人 人 人 人 円

円 人 人 人 人 人 円

円 人 人 人 人 人 円

円 人 人 人 人 人 円

人 人 人 人 人 円

円

様

円

年 月 日

領収金額 0

利用料金合計

団体名：

〒370-3348

群馬県高崎市榛名湖町845番地

上記の金額正に領収いたしました。

　　　　　板橋区立榛名林間学園

　　　　　　　　指定管理者　　 

0

食事提供合計 0

こども 880 0

0

代表者名：

昼食 660 0
食
事
提
供

朝食 550 0

夕食　

おとな 1,210 0

昼食 (弁当)648 0

宿泊合計 0

0

乳幼児（４歳未満） 0

減免対象
（心身障がい
を除く）

第３条第８号 0 0
0
0

400 0

区
外

おとな

こども
心身障がい

心身障がい

領　収　書

承認番号

団体名

宿泊利用区分 料金／日 人数計 料金計

宿泊施設　名称 板橋区立榛名林間学園

0

0

0

0

0
0
0
0

代表者名                                   様

利用期間

心身障がい 400 0
区
内

おとな
800 0

心身障がい 200 0
こども

0

00 0 0

0

0

0

0

0

0

000



新様式

第３号様式（第６条関係）

年 月 日

〒

年 月 日

年 月 日 （ ） ～ 年 月 日 （ ） 泊 日

月 日 月 日 月 月 日

減額又は
免除を

申請する理由

こども
心身障がい

区
外

おとな
心身障がい

心身障がい

心身障がい区
内

おとな

こども

承認年月日 （承認書番号第　　　　　　号）

利用期間

宿泊利用区分 日

下記のとおり、使用料の　　減額　　・　　免除　　を受けたいので申請いたします。

記

宿泊施設 名称 板橋区立榛名林間学園

連絡先住所
電話番号

携帯電話

代表者名

使　用　料　減　免　申　請　書

（宛先）板橋区立榛名林間学園施設管理者

申請者

団体名



新様式
第４号様式（第７条関係）

年　　　月　　　日

〒

年 月 日 号）

年 月 日　 （ ) ～ 年 月 日 （ ) 泊 日

月 日 月 日 月 日 月 日

円 円

円 円

円 円

円 円

円 円

円 円

円 円

円 円

円 円

円 円

円 円

円 円

円 円

円

年 月 日　 （ ) ～ 年 月 日 （ ) 泊 日

月 日 月 日 月 日 月 日

円 円

円 円

円 円

円 円

円 円

円 円

円 円

円 円

円 円

円 円

円 円

円 円

円 円

円

円

心身障がい

宿泊施設　名称

こども

心身障がい区
内

おとな

宿泊利用区分 料金／日 人数計 料金計

区
外

おとな

こども

還付申請金額

心身障がい
おとな

減免対象
（心身障がい
を除く）

おとな
心身障がい

宿泊利用区分 料金／日 人数計 料金計

区
内

こども

使　用　料　還　付　申　請　書

　下記のとおり、既納の使用料の還付を申請します。

連絡先住所

宿泊合計

乳幼児（４歳未満）

こども
心身障がい

心身障がい

区
外

利用期間

１　変更前

２　変更後

利用期間

宿泊施設　名称

（承認書番号第

（宛先）板橋区立榛名林間学園施設管理者

申請者

団体名

代表者名

宿泊合計

乳幼児（４歳未満）

心身障がい

心身障がい

ー　　　ー

ー　　　ー

電話番号

携帯電話

還付を申請する理由

承認年月日

記

減免対象
（心身障がい
を除く）



第5号様式(第11条関係)                          新様式 

 

 

 
 

 

指 定 管 理 者 指 定 申 請 書                

東京都板橋区立榛名林間学園条例第15条第２項及び東京都板橋区立榛名林間学園条例

施行規則第11条の規定に基づき板橋区立榛名林間学園における指定管理者の指定を受け

たいので、関係書類を添えて申請いたします。 

年  月  日   

  （宛先） 

   板橋区教育委員会 

申請者住所           

団体名             

代表者名            



第6号様式(第12条関係)                          新様式 

 

指 定管理者候補選定通知書                

    年  月  日付けで申請された、板橋区立榛名林間学園における指定管理

者の指定につきまして、教育委員会の選考の結果、貴団体は指定管理者候補団体として

選定されましたので、東京都板橋区立榛名林間学園条例施行規則第12条の規定により通

知いたします。 

なお、このたび指定管理者として選定された団体におかれましては、地方自治法第

244条の２第６項に規定する議決により指定管理者として指定される必要があります。 

議決後、別途結果を通知いたしますので、お待ちください。 

年  月  日   

   団体名 

   代表者氏名     様 

東京都板橋区教育委員会   

   



第7号様式(第12条関係)                          新様式 

 

指 定 管 理 者 非 選 定 通 知 書                

    年  月  日付けで申請された、板橋区立榛名林間学園における指定管理

者の指定につきまして、教育委員会の選考の結果、貴団体は指定管理者となるべき団体

として選定されませんでしたので、東京都板橋区立榛名林間学園条例施行規則第12条の

規定により通知します。 

 （理由） 

年  月  日   

   団体名 

   代表者氏名     様 

東京都板橋区教育委員会   

   



第8号様式(第12条関係)                          新様式 

 

指 定 管 理 者 指 定 通 知 書                

   団 体 名 

   代表者氏名     様 

東京都板橋区教育委員会   

   

貴団体におかれましては、東京都板橋区立榛名林間学園条例第15条の規定に基づき、

下記のとおり板橋区立榛名林間学園の指定管理者として指定されました。東京都板橋区

立榛名林間学園条例施行規則第12条第２項の規定により通知いたします。 

記 

 １ 指定期間              年   月   日 から 

                     年   月   日 まで 

 ２ 管理運営内容等           別途協定書により定める。 



第9号様式(第12条関係)                          新様式 

 

指 定 管 理 者 非 指 定 通 知 書                

   団 体 名 

   代表者氏名     様 

東京都板橋区教育委員会   

   

貴団体におかれましては、板橋区立榛名林間学園の指定管理者として指定されません

でしたので、東京都板橋区立榛名林間学園条例施行規則第12条第２項の規定により通知

いたします。 

 （理由） 



第2号様式(第5条関係)                         旧様式 

 

 
 

承認番号

年　　　月　　　日

様

年 月 日付けで申請のありました榛名林間学園の利用について
下記のとおり承認します。

年 月 日 ～ 年 月 日

月 日 月 日 月 日 月 日

乳幼児（４歳未満）

特
記
事
項

区
外

おとな
心身障がい

こども
心身障がい

区
内

おとな
心身障がい

こども
心身障がい

利　用　承　認　書

板橋区立榛名林間学園

宿泊利用区分

施設管理者　　印

記

利用期間

宿泊施設 名称

（　） （　） 泊　日

 



旧様式第２号の２様式（第５条関係）

年 月 日　 （ ) ～ 年 月 日 （ ) 泊 日

月 日 月 日 月 日 月 日

円 人 人 人 人 円

円 人 人 人 人 円

円 人 人 人 人 円

円 人 人 人 人 円

円 円

円 円

円 円

円 円

円 人 人 人 人 円
円 人 人 人 人 円
円 人 人 人 人 円
円 人 人 人 人 円

円 人 人 人 人 円

人 人 人 人 円

円 人 人 人 人 円

円 人 人 人 人 人 円

円 人 人 人 人 人 円

円 人 人 人 人 人 円

円 人 人 人 人 人 円

人 人 人 人 人 円

円

様

円

年 月 日

00 0 0

0

0

0

0

0

0

000

0

0

0

0

0

0
0
0
0

代表者名                                   様

利用期間

心身障がい 400 0
区
内

おとな
800 0

心身障がい 200 0
こども

領　収　書

承認番号

団体名

宿泊利用区分 料金／日 人数計 料金計

宿泊施設　名称 板橋区立榛名林間学園

400 0

区
外

おとな

こども
心身障がい

心身障がい

宿泊合計 0

0

乳幼児（４歳未満） 0

減免対象
（心身障がい
を除く）

第３条第８号 0 0
0
0

昼食 660 0
食
事
提
供

朝食 550 0

夕食　

おとな 1,210 0

昼食 (弁当)648 0

領収金額 0

利用料金合計

団体名：

〒370-3348

群馬県高崎市榛名湖町845番地

上記の金額正に領収いたしました。

　　　　　板橋区立榛名林間学園

　　　　　　　　指定管理者　　印

0

食事提供合計 0

こども 880 0

0

代表者名：



旧様式

第３号様式（第６条関係）

年 月 日

印

〒

年 月 日

年 月 日 （ ） ～ 年 月 日 （ ） 泊 日

月 日 月 日 月 月 日

代表者名

使　用　料　減　免　申　請　書

（宛先）板橋区立榛名林間学園施設管理者

申請者

団体名

連絡先住所
電話番号

携帯電話

下記のとおり、使用料の　　減額　　・　　免除　　を受けたいので申請いたします。

記

宿泊施設 名称 板橋区立榛名林間学園

承認年月日 （承認書番号第　　　　　　号）

利用期間

宿泊利用区分 日

区
内

おとな

こども

心身障がい

心身障がい

心身障がい

減額又は
免除を

申請する理由

こども
心身障がい

区
外

おとな



旧様式
第４号様式（第７条関係）

年　　　月　　　日

印

〒

年 月 日 号）

年 月 日　 （ ) ～ 年 月 日 （ ) 泊 日

月 日 月 日 月 日 月 日

円 円

円 円

円 円

円 円

円 円

円 円

円 円

円 円

円 円

円 円

円 円

円 円

円 円

円

年 月 日　 （ ) ～ 年 月 日 （ ) 泊 日

月 日 月 日 月 日 月 日

円 円

円 円

円 円

円 円

円 円

円 円

円 円

円 円

円 円

円 円

円 円

円 円

円 円

円

円

減免対象
（心身障がい
を除く）

ー　　　ー

ー　　　ー

電話番号

携帯電話

還付を申請する理由

承認年月日

記

利用期間

１　変更前

２　変更後

利用期間

宿泊施設　名称

（承認書番号第

（宛先）板橋区立榛名林間学園施設管理者

申請者

団体名

代表者名

宿泊合計

乳幼児（４歳未満）

心身障がい

心身障がい

使　用　料　還　付　申　請　書

　下記のとおり、既納の使用料の還付を申請します。

連絡先住所

宿泊合計

乳幼児（４歳未満）

こども
心身障がい

心身障がい

区
外

心身障がい

宿泊利用区分 料金／日 人数計 料金計

区
内

こども

還付申請金額

心身障がい
おとな

減免対象
（心身障がい
を除く）

おとな

区
外

おとな

こども

心身障がい

宿泊施設　名称

こども

心身障がい区
内

おとな

宿泊利用区分 料金／日 人数計 料金計



第5号様式(第11条関係)                          旧様式 

 

 

 
 

 

指 定 管 理 者 指 定 申 請 書                

東京都板橋区立榛名林間学園条例第15条第２項及び東京都板橋区立榛名林間学園条例

施行規則第11条の規定に基づき板橋区立榛名林間学園における指定管理者の指定を受け

たいので、関係書類を添えて申請いたします。 

年  月  日   

  （宛先） 

   板橋区教育委員会 

申請者住所           

団体名             

代表者名        印   



第6号様式(第12条関係)                          旧様式 

 

指 定管理者候補選定通知書                

    年  月  日付けで申請された、板橋区立榛名林間学園における指定管理

者の指定につきまして、教育委員会の選考の結果、貴団体は指定管理者候補団体として

選定されましたので、東京都板橋区立榛名林間学園条例施行規則第12条の規定により通

知いたします。 

なお、このたび指定管理者として選定された団体におかれましては、地方自治法第

244条の２第６項に規定する議決により指定管理者として指定される必要があります。 

議決後、別途結果を通知いたしますので、お待ちください。 

年  月  日   

   団体名 

   代表者氏名     様 

東京都板橋区教育委員会   

印   



第7号様式(第12条関係)                          旧様式 

 

指 定 管 理 者 非 選 定 通 知 書                

    年  月  日付けで申請された、板橋区立榛名林間学園における指定管理

者の指定につきまして、教育委員会の選考の結果、貴団体は指定管理者となるべき団体

として選定されませんでしたので、東京都板橋区立榛名林間学園条例施行規則第12条の

規定により通知します。 

 （理由） 

年  月  日   

   団体名 

   代表者氏名     様 

東京都板橋区教育委員会   

印   



第8号様式(第12条関係)                          旧様式 

 

指 定 管 理 者 指 定 通 知 書                

   団 体 名 

   代表者氏名     様 

東京都板橋区教育委員会   

印   

貴団体におかれましては、東京都板橋区立榛名林間学園条例第15条の規定に基づき、

下記のとおり板橋区立榛名林間学園の指定管理者として指定されました。東京都板橋区

立榛名林間学園条例施行規則第12条第２項の規定により通知いたします。 

記 

 １ 指定期間              年   月   日 から 

                     年   月   日 まで 

 ２ 管理運営内容等           別途協定書により定める。 



第9号様式(第12条関係)                          旧様式 

 

指 定 管 理 者 非 指 定 通 知 書                

   団 体 名 

   代表者氏名     様 

東京都板橋区教育委員会   

印   

貴団体におかれましては、板橋区立榛名林間学園の指定管理者として指定されません

でしたので、東京都板橋区立榛名林間学園条例施行規則第12条第２項の規定により通知

いたします。 

 （理由） 



第10号様式(第13条関係)                          旧様式 

 

林間学園指定管理者指定取消等通知書 

   団 体 名 

   代表者氏名     様 

東京都板橋区教育委員会   

印   

東京都板橋区立榛名林間学園条例第18条に基づき、下記のとおり指定管理者の指定を

取消し・全部の停止・一部の停止をしたので、東京都板橋区立榛名林間学園条例施行規

則第13条の規定により通知します。 

記 

協 定 日  

指 定 期 間  

指定した業務内容  

取 消 し 

全部の停止 

一部の停止 

の 理 由 

 

 



 



新様式 

 

第10号様式（第15条関係） 

 

 

 

 

 

指 定 管 理 者 指 定 申 請 書              

 

 

 

 

 

 東京都板橋区立教育科学館条例第８条第２項及び東京都板橋区立教育科学館条例

施行規則第15条の規定に基づき、板橋区立教育科学館における指定管理者の指定を

受けたいので、同条各号の規定する関係書類を添えて、申請いたします。 

 

 

 

 

年  月  日  

 

 

 

 （宛先） 

 東京都板橋区教育委員会 

 

 

 

 

 

申請者 住 所             

団体名             

代表者氏名           

 



新様式 

 

第11号様式（第16条関係） 

 

 

 

 

指定管理者候補団体選定通知書 

 

 

 

 

     年  月  日付で申請された、板橋区立教育科学館の指定管理者の指

定について、選考の結果、貴団体は指定管理者候補団体として選定されましたの

で、東京都板橋区立教育科学館条例施行規則第16条第２項の規定により通知いたし

ます。 

 なお、指定管理者候補団体については、地方自治法第244条の２第６項に規定す

る議決を経て指定管理者として指定される必要があります。 

 指定管理者の指定については、議決後、結果を通知いたします。 

 

 

 

年  月  日  

 

 

 

 団体名 

 代表者氏名     様 

 

 

 

 

 

 

東京都板橋区教育委員会    

 



新様式 

 

第12号様式（第16条関係） 

 

 

 

 

指定管理者候補団体非選定通知書 

 

 

 

 

     年  月  日付で申請された、板橋区立教育科学館の指定管理者の指

定について、選考の結果、貴団体は指定管理者候補団体として選定されませんでし

たので、東京都板橋区立教育科学館条例施行規則第16条第２項の規定により通知い

たします。 

  

（理 由） 

 

 

 

 

年  月  日  

 

 

 

 団体名 

 代表者氏名     様 

 

 

 

 

 

 

東京都板橋区教育委員会    

 



新様式 

 

第13号様式（第16条関係） 

 

年  月  日  

 

 

指 定 管 理 者 指 定 通 知 書              

 

 

 

 団体名 

 代表者氏名     様 

 

 

 

東京都板橋区教育委員会    

 

 

 

 貴団体については、東京都板橋区立教育科学館条例第８条第３項の規定に基づ

き、下記のとおり板橋区立教育科学館の指定管理者として指定されましたので、同

条同項の規定により通知いたします。 

 

 

記 

 

 

１ 指定期間         年  月  日 から 

               年  月  日 まで 

 

２ 管理運営内容等   別途協定書により定める。 

 



新様式 

 

第14号様式（第16条関係） 

 

 

年  月  日  

 

 

指定管理者非指定通知書              

 

 

 団体名 

 代表者氏名     様 

 

 

東京都板橋区教育委員会    

 

 

 貴団体については、板橋区立教育科学館の指定管理者として指定されませんでし

たので、東京都板橋区立教育科学館条例施行規則第16条第３項の規定により通知い

たします。 

 

 

（理 由） 

 



第 15号様式（第 17条関係）                             新様式 

 

 

年  月  日  

 

 

指定管理者指定取消等通知書 

 

 

 団体名 

 代表者氏名     様 

 

 

東京都板橋区教育委員会   

 

 

 東京都板橋区立教育科学館条例施行規則第１７条の規定により、下記のとおり板橋区立教育科学

館指定管理者の指定の取り消し・業務の全部の停止・業務の一部の停止をしたので、通知します。 

 

協 定 日      年  月  日 

取消年月日又は 

停止期間 
 

停止した業務内容  

指定の取消し、業

務の全部の停止、

業務の一部の停止

理由 

 

(１) この決定に不服がある場合は、この決定があったことを知った日の翌日から起算して３月以

内に、東京都板橋区教育委員会に対して審査請求をすることができます。なお、この決定があっ

たことを知った日の翌日から起算して３月以内であっても、この決定の日の翌日から起算して１

年を経過すると審査請求をすることができなくなります。 

(２) この決定については、この決定のあったことを知った日の翌日から起算して６か月以内に、

板橋区を被告として処分の取消しの訴えを提起することができます。なお、この決定があったこ

とを知った日の翌日から起算して６か月以内であっても、この決定の日の翌日から起算して１年

を経過すると処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。ただし、上記(１)の審査

請求をした場合には、当該審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して６

か月以内に、処分の取消しの訴えを提起することができます。 

 



旧様式 

 

第10号様式（第15条関係） 

 

 

 

 

指 定 管 理 者 指 定 申 請 書              

 

 

 

 

 

 東京都板橋区立教育科学館条例第８条第２項及び東京都板橋区立教育科学館条例

施行規則第15条の規定に基づき、板橋区立教育科学館における指定管理者の指定を

受けたいので、同条各号の規定する関係書類を添えて、申請いたします。 

 

 

 

 

年  月  日  

 

 

 

 （宛先） 

 東京都板橋区教育委員会 

 

 

 

 

 

申請者 住 所             

団体名             

代表者氏名        印  

 



旧様式 

 

第11号様式（第16条関係） 

 

 

 

指定管理者候補団体選定通知書 

 

 

 

 

     年  月  日付で申請された、板橋区立教育科学館の指定管理者の指

定について、選考の結果、貴団体は指定管理者候補団体として選定されましたの

で、東京都板橋区立教育科学館条例施行規則第16条第２項の規定により通知いたし

ます。 

 なお、指定管理者候補団体については、地方自治法第244条の２第６項に規定す

る議決を経て指定管理者として指定される必要があります。 

 指定管理者の指定については、議決後、結果を通知いたします。 

 

 

 

年  月  日  

 

 

 

 団体名 

 代表者氏名     様 

 

 

 

 

 

 

東京都板橋区教育委員会 印  

 



旧様式 

 

第12号様式（第16条関係） 

 

 

 

 

指定管理者候補団体非選定通知書 

 

 

 

 

     年  月  日付で申請された、板橋区立教育科学館の指定管理者の指

定について、選考の結果、貴団体は指定管理者候補団体として選定されませんでし

たので、東京都板橋区立教育科学館条例施行規則第16条第２項の規定により通知い

たします。 

  

（理 由） 

 

 

 

 

年  月  日  

 

 

 

 団体名 

 代表者氏名     様 

 

 

 

 

 

 

東京都板橋区教育委員会 印  

 



旧様式 

 

第13号様式（第16条関係） 

 

年  月  日  

 

 

指 定 管 理 者 指 定 通 知 書              

 

 

 

 団体名 

 代表者氏名     様 

 

 

 

東京都板橋区教育委員会 印  

 

 

 

 貴団体については、東京都板橋区立教育科学館条例第８条第３項の規定に基づ

き、下記のとおり板橋区立教育科学館の指定管理者として指定されましたので、同

条同項の規定により通知いたします。 

 

 

記 

 

 

１ 指定期間         年  月  日 から 

               年  月  日 まで 

 

２ 管理運営内容等   別途協定書により定める。 

 



旧様式 

 

第14号様式（第16条関係） 

 

 

年  月  日  

 

 

指定管理者非指定通知書              

 

 

 団体名 

 代表者氏名     様 

 

 

東京都板橋区教育委員会 印  

 

 

 貴団体については、板橋区立教育科学館の指定管理者として指定されませんでし

たので、東京都板橋区立教育科学館条例施行規則第16条第３項の規定により通知い

たします。 

 

 

（理 由） 

 



第 15号様式（第 17条関係）                             旧様式 

 

 

年  月  日  

 

 

指定管理者指定取消等通知書 

 

 

 団体名 

 代表者氏名     様 

 

 

東京都板橋区教育委員会 印  

 

 

 東京都板橋区立教育科学館条例施行規則第１７条の規定により、下記のとおり板橋区立教育科学

館指定管理者の指定の取り消し・業務の全部の停止・業務の一部の停止をしたので、通知します。 

 

協 定 日      年  月  日 

取消年月日又は 

停止期間 
 

停止した業務内容  

指定の取消し、業

務の全部の停止、

業務の一部の停止

理由 

 

(１) この決定に不服がある場合は、この決定があったことを知った日の翌日から起算して３月以

内に、東京都板橋区教育委員会に対して審査請求をすることができます。なお、この決定があっ

たことを知った日の翌日から起算して３月以内であっても、この決定の日の翌日から起算して１

年を経過すると審査請求をすることができなくなります。 

(２) この決定については、この決定のあったことを知った日の翌日から起算して６か月以内に、

板橋区を被告として処分の取消しの訴えを提起することができます。なお、この決定があったこ

とを知った日の翌日から起算して６か月以内であっても、この決定の日の翌日から起算して１年

を経過すると処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。ただし、上記(１)の審査

請求をした場合には、当該審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して６

か月以内に、処分の取消しの訴えを提起することができます。 

 



新様式 

 

別記第５号様式（第７条関係） 

 

 



旧様式 

1/1 

別記第５号様式（第７条関係） 

 

 
 



新様式 

 

第２号様式（第５条関係） 

 

 

全部改正〔平成30年教委規則７号〕 

 



新様式 

 

第２号様式の２（第５条関係） 

 

追加〔平成30年教委規則７号〕 



新様式 

 

第３号様式（第６条関係） 

 

 

全部改正〔平成30年教委規則７号〕 

 



新様式 

 

第４号様式（第７条関係） 

 

全部改正〔平成30年教委規則７号〕 



新様式 

 

第５号様式（第11条関係） 

 

 

 

 

全部改正〔平成30年教委規則７号〕 

 

 

 

 



新様式 

 

第６号様式（第12条関係） 

 

 

全部改正〔平成30年教委規則７号〕 

 

 

 



新様式 

 

第７号様式（第12条関係） 

 

 

 

 

 

全部改正〔平成30年教委規則７号〕 

 

 

 



新様式 

 

第８号様式（第12条関係） 

 

 

 

 

 

全部改正〔平成30年教委規則７号〕 

 

 

 



新様式 

 

第９号様式（第12条関係） 

 

 

 

 

 

 

 

 

全部改正〔平成30年教委規則７号〕 

 

 

 

 



旧様式 

1/1 

第２号様式（第５条関係） 

 

 

全部改正〔平成30年教委規則７号〕 

 



旧様式 

1/1 

第２号様式の２（第５条関係） 

 

追加〔平成30年教委規則７号〕 



旧様式 

1/1 

第３号様式（第６条関係） 

 

 

全部改正〔平成30年教委規則７号〕 

 



旧様式 

1/1 

第４号様式（第７条関係） 

 

全部改正〔平成30年教委規則７号〕 



旧様式 

1/1 

第５号様式（第11条関係） 

 

 

 

 

全部改正〔平成30年教委規則７号〕 

 

 

 

 



旧様式 

1/1 

第６号様式（第12条関係） 

 

 

全部改正〔平成30年教委規則７号〕 

 

 

 



旧様式 

1/1 

第７号様式（第12条関係） 

 

 

 

 

 

全部改正〔平成30年教委規則７号〕 

 

 

 



旧様式 

1/1 

第８号様式（第12条関係） 

 

 

 

 

 

全部改正〔平成30年教委規則７号〕 

 

 

 



旧様式 

1/1 

第９号様式（第12条関係） 

 

 

 

 

 

 

 

 

全部改正〔平成30年教委規則７号〕 

 

 

 

 



新様式 

 

別記第２号様式（第５条関係） 

 

 承認番号  

 

板橋区立郷土資料館観覧料減免承認書 

 

年   月   日  

 

            様 

 

東京都板橋区教育委員会   

 

 下記のとおり、観覧料の 減額・免除 を承認します。 

            

観 覧 年 月 日      年   月   日（   曜日） 

在館予定時間     時  分 から    時   分まで 

観 覧 人 員 

 大 人          名 

 子ども          名 

 引率者（介護者）     名  計    名 

責  任  者             連絡先 

根 拠 規 定 

東京都板橋区立教育施設の使用料減免規則 

第４条第１項 別表第１（郷土資料館） 

 □別表第１の１に該当 免除 

□別表第１の２に該当 免除 

□別表第１の３に該当 本人５割相当額、介護者免除 

□別表第１の４に該当 ５割相当額 

第４条第２項 別表第２（郷土資料館） 

 □別表第２の１に該当 免除 

□別表第２の２に該当 免除 

 

注意 

 この承認書は、入館の際に係員に提示してください。 

 

 

 



新様式

第３号様式（第７条関係）

　　　　年　　　月　　　日

（あて先）東京都板橋区教育委員会 　　　　　 

　　住　所　　　　

　　氏　名　　　　
　
                           　　　　            　　電　話 　　　　　（         ）                

　　　 　　なお、寄贈資料の措置については、貴館のお取り扱いに一任します。

　　   　  また、寄贈資料を展示等公開するにあたっては、氏名を開示することを承認いたします。

資　　料　　名 形状寸法 数量 備 考

資 料 寄 贈 申 込 書

　　　 　　下記の資料を、貴区郷土資料館へ寄贈したいので受領願います。



新様式 

 

第４号様式（第７条関係） 

資 料 寄 託 申 請 書 

 

  年  月  日 

 

（宛先）東京都板橋区教育委員会 

 

                                                 住  所                 

 

                         氏  名                                 

 

                                                 電  話  （         ）                     

 

 私所有の、下記の資料を板橋区立郷土資料館へ寄託したいので、申請します。 

 なお、資料寄贈の措置については、貴館のお取り扱いに一任いたします。 

 また、寄贈資料を展示等公開するにあたっては、氏名を開示することを承認いたします。 

記 

資 料 名 形 状 寸 法 数 量 備   考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

寄 託 期 間   年  月  日 から     年  月  日 まで 

 



新様式 

 

 

第６号様式（第７条関係） 

 

受 託 証 書                

第  号   

年  月  日   

         様 

東京都板橋区教育委員会     

  下記のとおり、板橋区立郷土資料館の資料として保管を受託いたしました。 

記 

資  料  名 形 状 寸 法 数 量 備       考 

    

 

受 託 期 間 年  月  日から    年  月  日まで  

 注意 １ 寄託物件の返還は、この受託証書と引換えに行います。 

    ２ この受領証書を亡失し、又は滅失したとき、若しくは寄託品の所有者、住所等に変更があ

ったときは、直ちに板橋区立郷土資料館へ届けてください。 

 



新様式 

 

 

第７号様式（第 11 条関係） 

 

板橋区立郷土資料館資料特別研究願 

年  月  日   

 （あて先）東京都板橋区教育委員会 

        申請者 住 所                  

氏 名                         

電 話       （   ）       

   
法人にあっては、そ 

  の所在地及び名称並
びに代表者の氏名  

  

  下記のとおり、資料の特別研究をしたいので、申請します。 

記 

目 的  

希 望 日 時     年  月  日  時から   時まで    

研 究 資 料 

資  料  名 備           考 

  

方 法 撮影、模写、模造、熟覧、拓本、複写、その他（      ） 

実 施 す る 

者 の 氏 名 
 

この資料の掲載は、 

（許可します。許可しません。） 

掲載物 

 注意 １ 使用目的以外に掲載しないこと。 

    ２ 掲載する場合は、板橋区立郷土資料館の所蔵品であることを明記すること。 



新様式 

 

 

第８号様式（第 12 条関係） 

 

板橋区立郷土資料館資料貸出申請書 

年  月  日   

 （あて先）東京都板橋区教育委員会 

                   申請者 団 体 名            

                       所在地又は 
                       住   所            

代 表 者 名                 

電   話 （   ）    

  下記のとおり、資料の貸出しを受けたいので、申請します。 

記 

目 的  

貸 出 期 間 年  月  日から  年  月  日まで    

使 用 場 所  

貸 出 資 料 

資  料  名 作     者 摘      要 

   

この資料の掲載は、 

（許可します。許可しません。） 

掲載物 

輸 送 方 法  

取扱責任者 連絡先          

 



新様式 

 

第９号様式（第 12 条関係） 

 

板橋区立郷土資料館資料貸出許可書 

第  号   

年  月  日   

 

         様 

 

東京都板橋区教育委員会     

 

下記のとおり、資料の貸出しを許可します。 

 

記 

 

目 的  

貸 出 期 間 年  月  日から    年  月  日まで   

使 用 場 所  

貸 出 資 料 

資  料  名 備             考 

  

この資料の掲載は、 

（許可します。許可しません。） 

掲載物 

輸 送 方 法  

取扱責任者  

注意 １ 貸出しを受ける際、本書を提示すること。 

２ 目的以外に使用及び掲載しないこと。 

３ 板橋区立郷土資料館の所蔵品であることを明示すること。 

 



旧様式 

 

別記第２号様式（第５条関係） 

 

 承認番号  

 

板橋区立郷土資料館観覧料減免承認書 

 

年   月   日  

 

            様 

 

東京都板橋区教育委員会  印 

 

 下記のとおり、観覧料の 減額・免除 を承認します。 

            

観 覧 年 月 日      年   月   日（   曜日） 

在館予定時間     時  分 から    時   分まで 

観 覧 人 員 

 大 人          名 

 子ども          名 

 引率者（介護者）     名  計    名 

責  任  者             連絡先 

根 拠 規 定 

東京都板橋区立教育施設の使用料減免規則 

第４条第１項 別表第１（郷土資料館） 

 □別表第１の１に該当 免除 

□別表第１の２に該当 免除 

□別表第１の３に該当 本人５割相当額、介護者免除 

□別表第１の４に該当 ５割相当額 

第４条第２項 別表第２（郷土資料館） 

 □別表第２の１に該当 免除 

□別表第２の２に該当 免除 

 

注意 

 この承認書は、入館の際に係員に提示してください。 

 

 

 



旧様式

第３号様式（第７条関係）

　　　　年　　　月　　　日

（あて先）東京都板橋区教育委員会 　　　　　 

　　住　所　　　　

　　氏　名　　　　 印
　
                           　　　　            　　電　話 　　　　　（         ）                

　　　 　　なお、寄贈資料の措置については、貴館のお取り扱いに一任します。

　　   　  また、寄贈資料を展示等公開するにあたっては、氏名を開示することを承認いたします。

資　　料　　名 形状寸法 数量 備 考

資 料 寄 贈 申 込 書

　　　 　　下記の資料を、貴区郷土資料館へ寄贈したいので受領願います。



旧様式 

 

第４号様式（第７条関係） 

資 料 寄 託 申 請 書 

 

  年  月  日 

 

（宛先）東京都板橋区教育委員会 

 

                                                 住  所                 

 

                         氏  名                            印     

 

                                                 電  話  （         ）                     

 

 私所有の、下記の資料を板橋区立郷土資料館へ寄託したいので、申請します。 

 なお、資料寄贈の措置については、貴館のお取り扱いに一任いたします。 

 また、寄贈資料を展示等公開するにあたっては、氏名を開示することを承認いたします。 

記 

資 料 名 形 状 寸 法 数 量 備   考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

寄 託 期 間   年  月  日 から     年  月  日 まで 

 



旧様式 

 

第６号様式（第７条関係） 

 

受 託 証 書                

第  号   

年  月  日   

         様 

東京都板橋区教育委員会  □印    

  下記のとおり、板橋区立郷土資料館の資料として保管を受託いたしました。 

記 

資  料  名 形 状 寸 法 数 量 備       考 

    

 

受 託 期 間 年  月  日から    年  月  日まで  

 注意 １ 寄託物件の返還は、この受託証書と引換えに行います。 

    ２ この受領証書を亡失し、又は滅失したとき、若しくは寄託品の所有者、住所等に変更があ

ったときは、直ちに板橋区立郷土資料館へ届けてください。 

 



旧様式 

 

第７号様式（第 11 条関係） 

 

板橋区立郷土資料館資料特別研究願 

年  月  日   

 （あて先）東京都板橋区教育委員会 

        申請者 住 所                  

氏 名                     印   

電 話       （   ）       

   
法人にあっては、そ 

  の所在地及び名称並
びに代表者の氏名  

  

  下記のとおり、資料の特別研究をしたいので、申請します。 

記 

目 的  

希 望 日 時     年  月  日  時から   時まで    

研 究 資 料 

資  料  名 備           考 

  

方 法 撮影、模写、模造、熟覧、拓本、複写、その他（      ） 

実 施 す る 

者 の 氏 名 
 

この資料の掲載は、 

（許可します。許可しません。） 

掲載物 

 注意 １ 使用目的以外に掲載しないこと。 

    ２ 掲載する場合は、板橋区立郷土資料館の所蔵品であることを明記すること。 



旧様式 

 

 

第８号様式（第 12 条関係） 

 

板橋区立郷土資料館資料貸出申請書 

年  月  日   

 （あて先）東京都板橋区教育委員会 

                   申請者 団 体 名            

                       所在地又は 
                       住   所            

代 表 者 名        印   

電   話 （   ）    

  下記のとおり、資料の貸出しを受けたいので、申請します。 

記 

目 的  

貸 出 期 間 年  月  日から  年  月  日まで    

使 用 場 所  

貸 出 資 料 

資  料  名 作     者 摘      要 

   

この資料の掲載は、 

（許可します。許可しません。） 

掲載物 

輸 送 方 法  

取扱責任者 連絡先          

 



旧様式 

 

第９号様式（第 12 条関係） 

 

板橋区立郷土資料館資料貸出許可書 

第  号   

年  月  日   

 

         様 

 

東京都板橋区教育委員会  □印    

 

下記のとおり、資料の貸出しを許可します。 

 

記 

 

目 的  

貸 出 期 間 年  月  日から    年  月  日まで   

使 用 場 所  

貸 出 資 料 

資  料  名 備             考 

  

この資料の掲載は、 

（許可します。許可しません。） 

掲載物 

輸 送 方 法  

取扱責任者  

注意 １ 貸出しを受ける際、本書を提示すること。 

２ 目的以外に使用及び掲載しないこと。 

３ 板橋区立郷土資料館の所蔵品であることを明示すること。 

 



新様式 

 

別記第１号様式（第３条関係） 

 

板橋区立郷土芸能伝承館利用登録申請書 

名 
 
 

称 
 
 

等 

名 称  

構成人員 名 会費等の有無 
有
・
無 

入会金       円 

会費（月）     円 

主要事業  

代 
 
 

表 
 
 

者 

ふりがな  生年月日 

氏 名  年 月 日生（ 歳） 

住 所 
〒             電話（   ） 

 

勤 務 先 

名称                 電話（   ） 

住所 

減 額 又 は 

免除を申請 

す る 理 由 

東京都板橋区立教育施設の使用料減免規則 

第４条第１項 別表第１（郷土芸能伝承館 使用料） 

□別表第１の１に該当 免除 

□別表第１の２に該当 ５割相当額 

□別表第１の３に該当 ３割相当額 

□別表第１の４に該当 免除 

□別表第１の５に該当 ５割相当額 

□別表第１の６に該当 ３割相当額 

□別表第１の７に該当 ３割相当額 

第４条第２項 別表第２（郷土芸能伝承館 使用料） 

□別表第２の１に該当 免除 

 上記のとおり申請します。 

      年  月  日 

 （宛先）施設管理者 

申請者 住 所           

氏 名           

 （注）１ 申請者本人であることを証明できるもの（免許証等）を持参し、申請書を提

出してください。 

    ２ 団体名簿・規約等を、申請書に添付してください。 

    ３ 必要に応じて減額又は免除の事由を証明すべき書類の提示を求めることがあ

ります。 



新様式 

別記第４号様式（第５条関係） 

承認第    号   

年  月  日   

板橋区立郷土芸能伝承館利用承認書 

板橋区立郷土芸能伝承館施設管理者   

 板橋区立郷土芸能伝承館の利用申請を下記のとおり承認します。 

 申請者 団 体 名  

  登録番号  

  代表者名 
 

電 話   （    ）    

  住 所  

  

利    用    日    時    等 

１ 

年   月   日 （  曜日） 午前 ・ 午後 ・ 夜間 

利用施設 芸能練習室  集会室（和室） 利用人数 人  

使 用 料              円 減免有無 割 

２ 

年   月   日 （  曜日） 午前 ・ 午後 ・ 夜間 

利用施設 芸能練習室  集会室（和室） 利用人数 人  

使 用 料              円 減免有無 割 

３ 

年   月   日 （  曜日） 午前 ・ 午後 ・ 夜間 

利用施設 芸能練習室  集会室（和室） 利用人数 人  

使 用 料              円 減免有無 割 

４ 

    年   月   日 （  曜日） 午前 ・ 午後 ・ 夜間 

利用施設 芸能練習室  集会室（和室） 利用人数 人  

使 用 料              円 減免有無 割 

利 用 目 的  

会場責任者  電話   （    ） 

音響設備利用  無  有 マイク テープ ＣＤ   

太 鼓 利 用  無  有 長胴太鼓  締太鼓    

 

領 収 書                

   団 体 名                       承認第    号 

   代表者名        様 

   団体番号 

   領 収 日                  領収金額        円 

  上記の金額正に領収いたしました。 



新様式 

 

別記第６号様式（第９条関係） 

承認第    号   

板橋区立郷土芸能伝承館利用時間延長申請書 

 （宛先）施設管理者 

年  月  日   

 申請者 団 体 名  

  登録番号  

  
氏名又は

代表者名 

電話（  ）    

 

  住 所  

〔
法人又は団体にあっては、事務所の
所在地、名称並びに代表者の職、氏名

〕  

      年  月  日付承認第  号で承認を受けた利用について、下記のとおり利用時間

の延長を申請します。 

利用の目的  

延 長 日 時 

   年   月   日（  曜日） 

        時  分から 

        時  分まで 

利

用

施

設 

１ 芸能練習室 

２ 集会室（和室） 

延長の理由  

    

      年  月  日 （  曜日） 午前 ・ 午後 ・ 夜間 

利 用 施

設 

 芸能練習室   集会室（和室） 利用人

数 

人  

使 用 料 円  減免有

無 

割  

 



新様式 

 

別記第７号様式（第９条関係） 

 

 

承認第    号   

板橋区立郷土芸能伝承館利用時間延長承認書 

年  月  日   

         様 

施設管理者    

      年  月  日付で申請のあった板橋区立郷土芸能伝承館の利用時間延長を、 

下記のとおり承認します。 

利用の目的  

延 長 日 時 

   年   月   日（  曜日） 

        時  分から 

        時  分まで 

利

用

施

設 

１ 芸能練習室 

２ 集会室（和室） 

延長の理由  

 



新様式 

 

別記第８号様式（第10条関係） 

 

承認第     号   

 

板橋区立郷土芸能伝承館利用変更申請書 

 

   （宛先）施設管理者 

 

 

年  月  日   

 

 申請者 団 体 名  

 

登録番号  

氏名又は 

代表者名 

電話（  ）     

 

住 所  

〔
法人又は団体にあっては、事務所の
所在地、名称並びに代表者の職、氏名

〕 

 

           年  月  日付承認第  号で承認を受けた利用について、 

下記のとおり利用の変更を申請します。 

利 用 日 時   年  月  日（  曜日）  時  分から  時  分まで 

承認を受けた 

施 設 

 １ 芸能練習室 

 ２ 集会室（和室） 

変 更 内 容 

変  更  前 変  更  後 

  

 



新様式 

 

別記第９号様式（第10条関係） 

承認第     号   

 

板橋区立郷土芸能伝承館利用変更承認書 

 

年  月  日   

 

       様 

 

 

板橋区立郷土芸能伝承館施設管理者    

 

 

 

      年  月  日付で申請のあった板橋区立郷土芸能伝承館の利用変更を、 

下記のとおり承認します。 

利 用 日 時   年  月  日（  曜日）  時  分から  時  分まで 

承認を受けた 

施 設 

 １ 芸能練習室 

 

 ２ 集会室（和室） 

変 更 内 容 

変  更  前 変  更  後 

  

 

 

 

 



新様式 

 

別記第10号様式（第11条関係） 

承認第     号   

 

板橋区立郷土芸能伝承館利用辞退届書 

 

   （宛先）施設管理者 

 

 

年  月  日   

 

 申請者 団 体 名  

 

登録番号  

氏名又は 

代表者名 

電話（  ）     

 

住 所  

 〔
法人又は団体にあっては、事務所の
所在地、名称並びに代表者の職、氏名

〕 

 

        年  月  日付承認第  号で承認を受けた利用について、 

下記のとおり利用の辞退をいたします。 

承認を受けた 

利 用 日 時 

     年  月  日（  曜日） 

        時  分から  時  分まで 

承認を受けた 

利 用 施 設 

 １ 芸能練習室 

 ２ 集会室（和室） 

辞退する理由  

 



新様式 

 

別記第11号様式（第11条関係） 

板橋区立郷土芸能伝承館利用承認取消・制限・停止通知書 

 

年  月  日   

 

       様 

 

板橋区立郷土芸能伝承館施設管理者    

 

   東京都板橋区立郷土芸能伝承館条例第 12 条の規定に基づき、下記のとおり利用承認を 

取り消し
制  限
停  止

したので通知します。 

記 

取り消し 

制  限 承認書 

停  止 

承認月日 年  月  日（  曜日） 

承認番号  

取り消し
制  限
停  止

 す る 

利 用 年 月 日 ・ 

利 用 施 設 

年 月 日 曜日 施   設   名 

・ ・  １ 芸能練習室 ２ 集会室(和室) 

・ ・  １ 芸能練習室 ２ 集会室(和室) 

・ ・  １ 芸能練習室 ２ 集会室(和室) 

・ ・  １ 芸能練習室 ２ 集会室(和室) 

取り消し
制  限
停  止

 理由  

 １ この処分に不服があるときは、処分があったことを知った日の翌日から起算して３月以内に

審査請求を板橋区長に対して行うことができます（なお、この裁決があったことを知った日の

翌日から起算して３月以内であっても、この裁決の日の翌日から起算して１年を経過すると、

審査請求をすることができなくなります。）。 

 ２ この処分については、この処分があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内に、        

を被告として、処分の取消しの訴えを提起することができます（なお、この処分があったこと

を知った日の翌日から起算して６か月以内であっても、この裁決の日の翌日から起算して１年

を経過すると、処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。）。ただし、上記１の

審査請求を行った場合には、当該審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起

算して６か月以内に処分の取消しの訴えを提起することができます。 



新様式 

 

別記第12号様式（第15条関係） 

 

指 定 管 理 者 指 定 申 請 書 

年  月  日   

 

   （宛先）東京都板橋区教育委員会 

会社（団体）名          

 

  板橋区立郷土芸能伝承館条例第 16 条第２項の規定に基づき、指定管理者の指定を受けたいの

で、関係書類を添えて、下記のとおり申請します。 

 

記 

会社（団体）名  

住 所 
〒 

 

担 当 部 署  

連 絡 先 
ＴＥＬ   （   ） 

ＦＡＸ   （   ） 

担 当 者 名  

 



新様式 

別記第13号様式（第16条関係） 

 

 

 

 

      年  月  日付で申請された、東京都板橋区立郷土芸能伝承館における指

定管理者の指定につきまして、選考の結果、貴団体は指定管理者の候補団体として選定

されましたので、東京都板橋区立郷土芸能伝承館条例施行規則第 16 条第１項の規定に

より通知いたします。 

  なお、このたび指定管理者の候補として選定された団体におかれましては、地方自治

法第 244条の２第６項に規定する議決を経て指定管理者として指定される必要がありま

す。 

  議決後、別途結果を通知いたしますので、お待ちください。 

 

年  月  日   

 

  団 体 名 

  代表者氏名          様 

 

 

 

                            東京都板橋区教育委員会        

 



新様式 

別記第14号様式（第16条関係） 

 

 

 

 

      年  月  日付で申請された、東京都板橋区立郷土芸能伝承館における指

定管理者の指定につきまして、選考の結果、貴団体は指定管理者となるべき団体として

指定されませんでしたので、東京都板橋区立郷土芸能伝承館施行規則第 16 条第１項の

規定により通知いたします。 

  （理  由） 

 

年  月  日   

 

  団 体 名 

  代表者氏名        様 

 

 

 

東京都板橋区教育委員会        

 

 

 

 

 

 

 

 



新様式 

別記第15号様式（第16条関係） 

 

 

 

 

 

  団 体 名 

  代表者氏名     様 

 

 

東京都板橋区教育委員会 

 

 

  貴団体におかれましては、東京都板橋区立郷土芸能伝承館条例第 16 条第３項の規定

に基づき、下記のとおり板橋区立郷土芸能伝承館の指定管理者として指定されましたの

で、東京都板橋区立郷土芸能伝承館条例施行規則第 16 条第２項の規定により通知いた

します。 

 

 

記 

 

 

 １ 指定期間           年  月  日 から 

                  年  月  日 まで 

 

 

 

 ２ 管理運営内容等        別途協定書により定める。 

 

 



新様式 

 

別記第16号様式（第16条関係） 

 

 

 

 

 

  団 体 名 

  代表者氏名     様 

 

 

東京都板橋区教育委員会 

 

 

  貴団体におかれましては、板橋区立郷土芸能伝承館の指定管理者として指定されませ

んでしたので、東京都板橋区立郷土芸能伝承館条例施行規則第 16 条第２項の規定によ

り通知いたします。 

  （理  由） 

 

 

 

 

 

 

 



新様式 

別記第17号様式（第17条関係） 

 

 

板橋区立郷土芸能伝承館指定管理者指定取消等通知書 

 

年  月  日  

 

       様 

 

東京都板橋区教育委員会     

 

 東京都板橋区立郷土芸能伝承館条例施行規則第 17 条の規定により、下記のとおり板橋区立郷土

芸能伝承館指定管理者の指定を 
取消

全部停止
一部停止

 したので通知します。 

協 定 日 年  月  日 

停 止 期 間 
年  月  日から 

年  月  日まで 

指定した業務内容  

取消、全部停止、

一部停止の理由 
 

一部停止とする 

業 務 内 容 
 

 

 １ この処分に不服があるときは、この処分があったことを知った日の翌日から起算して、３月以内

に東京都板橋区教育委員会に対し、審査請求をすることができます（なお、この裁決があったこと

を知った日の翌日から起算して３月以内であっても、この裁決の翌日から起算して１年を経過する

と審査請求をすることができなくなります。）。 

 ２ この処分については、この処分があったことを知った日の翌日から起算して、６か月以内に板橋

区を被告として（訴訟において板橋区を代表する者は、板橋区教育委員会になります。）、処分の取

消しの訴えを提起することができます（なお、この裁決があったことを知った日の翌日から起算し

て３月以内であっても、この裁決の翌日から起算して１年を経過すると処分の取消しの訴えを提起

することができなくなります。）。ただし、上記１の審査請求をした場合は、当該審査請求に対する

裁決があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内に、処分の取消しの訴えを提起するこ

とができます。 

 



旧様式 

 

別記第１号様式（第３条関係） 

 

板橋区立郷土芸能伝承館利用登録申請書 

名 
 
 

称 
 
 

等 

名 称  

構成人員 名 会費等の有無 
有
・
無 

入会金       円 

会費（月）     円 

主要事業  

代 
 
 

表 
 
 

者 

ふりがな  生年月日 

氏 名  年 月 日生（ 歳） 

住 所 
〒             電話（   ） 

 

勤 務 先 

名称                 電話（   ） 

住所 

減 額 又 は 

免除を申請 

す る 理 由 

東京都板橋区立教育施設の使用料減免規則 

第４条第１項 別表第１（郷土芸能伝承館 使用料） 

□別表第１の１に該当 免除 

□別表第１の２に該当 ５割相当額 

□別表第１の３に該当 ３割相当額 

□別表第１の４に該当 免除 

□別表第１の５に該当 ５割相当額 

□別表第１の６に該当 ３割相当額 

□別表第１の７に該当 ３割相当額 

第４条第２項 別表第２（郷土芸能伝承館 使用料） 

□別表第２の１に該当 免除 

 上記のとおり申請します。 

      年  月  日 

 （宛先）施設管理者 

申請者 住 所           

氏 名        印  

 （注）１ 申請者本人であることを証明できるもの（免許証等）を持参し、申請書を提

出してください。 

    ２ 団体名簿・規約等を、申請書に添付してください。 

    ３ 必要に応じて減額又は免除の事由を証明すべき書類の提示を求めることがあ

ります。 



旧様式 

 

 

承認第    号   

年  月  日   

板橋区立郷土芸能伝承館利用承認書 

板橋区立郷土芸能伝承館施設管理者 印 

 板橋区立郷土芸能伝承館の利用申請を下記のとおり承認します。 

 申請者 団 体 名  

  登録番号  

  代表者名 
 

電 話   （    ）    

  住 所  

  

利    用    日    時    等 

１ 

年   月   日 （  曜日） 午前 ・ 午後 ・ 夜間 

利用施設 芸能練習室  集会室（和室） 利用人数 人  

使 用 料              円 減免有無 割 

２ 

年   月   日 （  曜日） 午前 ・ 午後 ・ 夜間 

利用施設 芸能練習室  集会室（和室） 利用人数 人  

使 用 料              円 減免有無 割 

３ 

年   月   日 （  曜日） 午前 ・ 午後 ・ 夜間 

利用施設 芸能練習室  集会室（和室） 利用人数 人  

使 用 料              円 減免有無 割 

４ 

    年   月   日 （  曜日） 午前 ・ 午後 ・ 夜間 

利用施設 芸能練習室  集会室（和室） 利用人数 人  

使 用 料              円 減免有無 割 

利 用 目 的  

会場責任者  電話   （    ） 

音響設備利用  無  有 マイク テープ ＣＤ   

太 鼓 利 用  無  有 長胴太鼓  締太鼓    

 

領 収 書                

   団 体 名                       承認第    号 

   代表者名        様 

   団体番号 

   領 収 日                  領収金額        円 

  上記の金額正に領収いたしました。 



旧様式 

 

別記第６号様式（第９条関係） 

承認第    号   

板橋区立郷土芸能伝承館利用時間延長申請書 

 （宛先）施設管理者 

年  月  日   

 申請者 団 体 名  

  登録番号  

  
氏名又は

代表者名 

電話（  ）    

 

  住 所  

〔
法人又は団体にあっては、事務所の所在
地、名称並びに代表者の職、氏名及び印

〕  

      年  月  日付承認第  号で承認を受けた利用について、下記のとおり利用時間

の延長を申請します。 

利用の目的  

延 長 日 時 

   年   月   日（  曜日） 

        時  分から 

        時  分まで 

利

用

施

設 

１ 芸能練習室 

２ 集会室（和室） 

延長の理由  

    

      年  月  日 （  曜日） 午前 ・ 午後 ・ 夜間 

利 用 施

設 

 芸能練習室   集会室（和室） 利用人

数 

人  

使 用 料 円  減免有

無 

割  

 



旧様式 

 

別記第７号様式（第９条関係） 

 

 

承認第    号   

板橋区立郷土芸能伝承館利用時間延長承認書 

年  月  日   

         様 

施設管理者 印   

      年  月  日付で申請のあった板橋区立郷土芸能伝承館の利用時間延長を、 

下記のとおり承認します。 

利用の目的  

延 長 日 時 

   年   月   日（  曜日） 

        時  分から 

        時  分まで 

利

用

施

設 

１ 芸能練習室 

２ 集会室（和室） 

延長の理由  

 



旧様式 

 

別記第８号様式（第10条関係） 

 

承認第     号   

 

板橋区立郷土芸能伝承館利用変更申請書 

 

   （宛先）施設管理者 

 

 

年  月  日   

 

 申請者 団 体 名  

 

登録番号  

氏名又は 

代表者名 

電話（  ）     

 

住 所  

〔
法人又は団体にあっては、事務所の所在
地、名称並びに代表者の職、氏名及び印

〕  

 

           年  月  日付承認第  号で承認を受けた利用について、 

下記のとおり利用の変更を申請します。 

利 用 日 時   年  月  日（  曜日）  時  分から  時  分まで 

承認を受けた 

施 設 

 １ 芸能練習室 

 ２ 集会室（和室） 

変 更 内 容 

変  更  前 変  更  後 

  

 



旧様式 

別記第９号様式（第10条関係） 

承認第     号   

 

板橋区立郷土芸能伝承館利用変更承認書 

 

年  月  日   

 

       様 

 

 

板橋区立郷土芸能伝承館施設管理者 印   

 

 

 

      年  月  日付で申請のあった板橋区立郷土芸能伝承館の利用変更を、 

下記のとおり承認します。 

利 用 日 時   年  月  日（  曜日）  時  分から  時  分まで 

承認を受けた 

施 設 

 １ 芸能練習室 

 

 ２ 集会室（和室） 

変 更 内 容 

変  更  前 変  更  後 

  

 

 

 

 



旧様式 

 

別記第10号様式（第11条関係） 

承認第     号   

 

板橋区立郷土芸能伝承館利用辞退届書 

 

   （宛先）施設管理者 

 

 

年  月  日   

 

 申請者 団 体 名  

 

登録番号  

氏名又は 

代表者名 

電話（  ）     

 

住 所  

 〔
法人又は団体にあっては、事務所の所在
地、名称並びに代表者の職、氏名及び印

〕  

 

        年  月  日付承認第  号で承認を受けた利用について、 

下記のとおり利用の辞退をいたします。 

承認を受けた 

利 用 日 時 

     年  月  日（  曜日） 

        時  分から  時  分まで 

承認を受けた 

利 用 施 設 

 １ 芸能練習室 

 ２ 集会室（和室） 

辞退する理由  

 



旧様式 

 

別記第11号様式（第11条関係） 

板橋区立郷土芸能伝承館利用承認取消・制限・停止通知書 

 

年  月  日   

 

       様 

 

板橋区立郷土芸能伝承館施設管理者 印   

 

   東京都板橋区立郷土芸能伝承館条例第 12 条の規定に基づき、下記のとおり利用承認を 

取り消し
制  限
停  止

したので通知します。 

記 

取り消し 

制  限 承認書 

停  止 

承認月日 年  月  日（  曜日） 

承認番号  

取り消し
制  限
停  止

 す る 

利 用 年 月 日 ・ 

利 用 施 設 

年 月 日 曜日 施   設   名 

・ ・  １ 芸能練習室 ２ 集会室(和室) 

・ ・  １ 芸能練習室 ２ 集会室(和室) 

・ ・  １ 芸能練習室 ２ 集会室(和室) 

・ ・  １ 芸能練習室 ２ 集会室(和室) 

取り消し
制  限
停  止

 理由  

 １ この処分に不服があるときは、処分があったことを知った日の翌日から起算して３月以内に

審査請求を板橋区長に対して行うことができます（なお、この決定があったことを知った日の

翌日から起算して３月以内であっても、この決定の日の翌日から起算して１年を経過すると、

審査請求をすることができなくなります。）。 

 ２ この処分については、この処分があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内に、     

を被告として、処分の取消しの訴えを提起することができます（なお、この処分があったこと

を知った日の翌日から起算して６か月以内であっても、この決定の日の翌日から起算して１年

を経過すると、処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。）。ただし、上記１の

審査請求を行った場合には、当該審査請求に対する決定又は裁決があったことを知った日の翌

日から起算して６か月以内に処分の取消しの訴えを提起することができます。 



旧様式 

 

別記第12号様式（第15条関係） 

 

指 定 管 理 者 指 定 申 請 書                 

年  月  日   

 

   （宛先）東京都板橋区教育委員会 

会社（団体）名        印   

 

  板橋区立郷土芸能伝承館条例第 16 条第２項の規定に基づき、指定管理者の指定を受けたいの

で、関係書類を添えて、下記のとおり申請します。 

 

記 

会社（団体）名  

住 所 
〒 

 

担 当 部 署  

連 絡 先 
ＴＥＬ   （   ） 

ＦＡＸ   （   ） 

担 当 者 名  

 



旧様式 

 

別記第13号様式（第16条関係） 

 

指定管理者候補選定通知書                 

 

 

      年  月  日付で申請された、東京都板橋区立郷土芸能伝承館における指

定管理者の指定につきまして、選考の結果、貴団体は指定管理者の候補団体として選定

されましたので、東京都板橋区立郷土芸能伝承館条例施行規則第 16 条第１項の規定に

より通知いたします。 

  なお、このたび指定管理者の候補として選定された団体におかれましては、地方自治

法第 244条の２第６項に規定する議決を経て指定管理者として指定される必要がありま

す。 

  議決後、別途結果を通知いたしますので、お待ちください。 

 

年  月  日   

 

  団 体 名 

  代表者氏名          様 

 

 

 

東京都板橋区教育委員会     印   

 



旧様式 

 

別記第14号様式（第16条関係） 

 

指 定 管 理 者 非 選 定 通 知 書                 

 

 

      年  月  日付で申請された、東京都板橋区立郷土芸能伝承館における指

定管理者の指定につきまして、選考の結果、貴団体は指定管理者となるべき団体として

指定されませんでしたので、東京都板橋区立郷土芸能伝承館施行規則第 16 条第１項の

規定により通知いたします。 

  （理  由） 

 

年  月  日   

 

  団 体 名 

  代表者氏名        様 

 

 

 

東京都板橋区教育委員会     印   

 

 

 

 

 

 

 

 



旧様式 

 

別記第15号様式（第16条関係） 

 

指 定 管 理 者 指 定 通 知 書                 

 

 

 

  団 体 名 

  代表者氏名     様 

 

 

東京都板橋区教育委員会   印   

 

 

  貴団体におかれましては、東京都板橋区立郷土芸能伝承館条例第 16 条第３項の規定

に基づき、下記のとおり板橋区立郷土芸能伝承館の指定管理者として指定されましたの

で、東京都板橋区立郷土芸能伝承館条例施行規則第 16 条第２項の規定により通知いた

します。 

 

 

記 

 

 

 １ 指定期間           年  月  日 から 

                  年  月  日 まで 

 

 

 

 ２ 管理運営内容等        別途協定書により定める。 

 

 



旧様式 

 

別記第16号様式（第16条関係） 

 

指 定 管 理 者 非 指 定 通 知 書                

 

 

 

  団 体 名 

  代表者氏名     様 

 

 

東京都板橋区教育委員会  印   

 

 

  貴団体におかれましては、板橋区立郷土芸能伝承館の指定管理者として指定されませ

んでしたので、東京都板橋区立郷土芸能伝承館条例施行規則第 16 条第２項の規定によ

り通知いたします。 

  （理  由） 

 

 

 

 

 

 

 



旧様式 

 

別記第17号様式（第17条関係） 

 

 

板橋区立郷土芸能伝承館指定管理者指定取消等通知書 

 

年  月  日  

 

       様 

 

東京都板橋区教育委員会  印  

 

 東京都板橋区立郷土芸能伝承館条例施行規則第 17 条の規定により、下記のとおり板橋区立郷土

芸能伝承館指定管理者の指定を 
取消

全部停止
一部停止

 したので通知します。 

協 定 日 年  月  日 

停 止 期 間 
年  月  日から 

年  月  日まで 

指定した業務内容  

取消、全部停止、

一部停止の理由 
 

一部停止とする 

業 務 内 容 
 

 

 １ この処分に不服があるときは、この処分があったことを知った日の翌日から起算して、３月以内

に東京都板橋区教育委員会に対し、審査請求をすることができます（なお、この決定があったこと

を知った日の翌日から起算して３月以内であっても、この決定の翌日から起算して１年を経過する

と審査請求をすることができなくなります。）。 

 ２ この処分については、この処分があったことを知った日の翌日から起算して、６か月以内に東京

都板橋区教育委員会を被告として（訴訟において東京都板橋区教育委員会を代表する者は、東京都

板橋区教育委員会教育長になります。）、処分の取消しの訴えを提起することができます（なお、こ

の決定があったことを知った日の翌日から起算して３月以内であっても、この決定の翌日から起算

して１年を経過すると処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。）。ただし、上記１

の審査請求をした場合は、当該審査請求に対する決定があったことを知った日の翌日から起算して

６か月以内に、処分の取消しの訴えを提起することができます。 

 



新様式

③団体保管用 施行規則第２号様式

団体名 様

領収金額 円

板橋区出納員
上記の金額正に領収いたしました。 領収日付印なきものは無効とする

円

　　　領　収　書
承認番号 使用料収納年月日

円

6  　年　 月　 日(　 )

5  　年　 月　 日(　 )

4  　年　 月　 日(　 ) 円

円

3  　年　 月　 日(　 ) 円

円

2  　年　 月　 日(　 )

1  　年　 月　 日(　 )

備考9:00～
  12:00

12:00～
  15:00

15:00～
  18:00

18:00～
  21:00

19:00～
  21:00

使　　用　　月　　日
①午前 ②午後 ③午後 ④夜間

使用料

使 用 施 設  体育館・校庭・クラブハウス・地域開放教室・柔剣道場・（ 　　　　　　　）

使 用 目 的 予定人数 人

下記のとおり学校施設の使用を承認します。

板 橋 区 教 育 委 員 会

記

使 用 学 校 名 板橋区立 小 ・ 中 学校

申　請　者
住　　所

氏　　名 電 話 番 号

団 体 名 称 登 録 番 号

代　表　者
住　　所

氏　　名 電 話 番 号

一般団体用

板橋区立学校施設使用承認書

承認番号

申請月日 年　　月　　日



新様式 減額免除団体用

板橋区立学校施設使用承認書

承認番号

申請月日 年　　月　　日

団 体 名 称 登 録 番 号 減額 免除

代　表　者
住　　所

氏　　名 電 話 番 号

申　請　者
住　　所

氏　　名 電 話 番 号

 

 板 橋 区 教 育 委 員 会
下記のとおり学校施設の使用を承認します。

記

使 用 学 校 名 板橋区立 小 ・ 中 学校

使 用 施 設  体育館・校庭・クラブハウス・地域開放教室・柔剣道場・（ 　　　　　　　）

使 用 目 的 予定人数 人

使　　用　　月　　日
①午前 ②午後 ③午後 ④夜間

使用料 備考9:00～
  12:00

12:00～
  15:00

15:00～
  18:00

18:00～
  21:00

19:00～
  21:00

1  　年　 月　 日(　 ) 円

2  　年　 月　 日(　 ) 円

3  　年　 月　 日(　 ) 円

4  　年　 月　 日(　 ) 円

5  　年　 月　 日(　 ) 円

6  　年　 月　 日(　 ) 円

使用料

確認者 合計

円

③団体保管用 施行規則第２号様式



旧様式

使用料収納年月日
　　　領　収　書

上記の金額正に領収いたしました。 領収日付印なきものは無効とする

板 橋 区 教 育 委 員 会 　印

板橋区出納員

円

円

6  　年　 月　 日(　 )

円

5  　年　 月　 日(　 )

4  　年　 月　 日(　 )

3  　年　 月　 日(　 ) 円

円

2  　年　 月　 日(　 ) 円

使用料使　　用　　月　　日 備考9:00～
  12:00

12:00～
  15:00

15:00～
  18:00

18:00～
  21:00

19:00～
  21:00

①午前 ②午後 ③午後 ④夜間

1  　年　 月　 日(　 )

使 用 施 設  体育館・校庭・クラブハウス・地域開放教室・柔剣道場・（ 　　　　　　　）

使 用 目 的 予定人数 人

記

使 用 学 校 名 板橋区立 小 ・ 中 学校

申　請　者
住　　所

氏　　名 電 話 番 号

住　　所

氏　　名 電 話 番 号

様

承認番号

申請月日 年　　月　　日

団 体 名 称 登 録 番 号

代　表　者

板橋区立学校施設使用承認書

一般団体用

③団体保管用 施行規則第２号様式

下記のとおり学校施設の使用を承認します。

領収金額 円

承認番号
（夜間校庭使用団体）

団体名



旧様式

承認番号

申請月日 年　　月　　日

団 体 名 称 登 録 番 号 減額 免除

代　表　者
住　　所

氏　　名 電 話 番 号

申　請　者
住　　所

氏　　名 電 話 番 号

人

記

使 用 学 校 名 板橋区立 小 ・ 中 学校

使　　用　　月　　日
①午前 ②午後 ③午後

使 用 施 設  体育館・校庭・クラブハウス・地域開放教室・柔剣道場・（ 　　　　　　　）

使 用 目 的 予定人数

使用料 備考9:00～
  12:00

12:00～
  15:00

15:00～
  18:00

18:00～
  21:00

19:00～
  21:00

④夜間

1  　年　 月　 日(　 )

2  　年　 月　 日(　 )

円

円

円

円

3  　年　 月　 日(　 )

4  　年　 月　 日(　 )

5  　年　 月　 日(　 )

 

 板 橋 区 教 育 委 員 会 　印

円

円

6  　年　 月　 日(　 )

③団体保管用 施行規則第２号様式

板橋区立学校施設使用承認書

減額免除団体用

使用料

円

下記のとおり学校施設の使用を承認します。

確認者 合計



新様式 

第１号様式 

（第２５条関係） 

 

指 定 管 理 者 指 定 申 請 書 

 

 東京都板橋区立図書館設置条例第８条の規定に基づき、指定管理者の指定を受けたい

ので、関係書類を添えて、申請いたします。 

 

年  月  日 

 

（あ て 先） 

東京都板橋区教育委員会 

 

申請者住所 

 

団 体 名 

 

代表者氏名                  

 

 

指定申請する施設名                           

 

 

            担当部署・担当者名               

                                    

 

            電 話 番 号     （    ）       

                                    

            Ｅ－ｍａｉｌ                  

 



新様式 

第２号様式 

（第２６条関係） 

 

指 定 管 理 者 候 補 選 定 通 知 書 

 

 

    年   月  日付で申請された、東京都板橋区立図書館の指定管理者の指定

について、教育委員会の選考の結果、貴団体は指定管理者の候補団体として選定された

ので、東京都板橋区立図書館館則第 26条第１項の規定により通知いたします。 

なお、このたび指定管理者の候補団体として選定された団体におかれましては、地方

自治法第244条の２第６項に規定する議決を経て指定管理者として指定される必要があ

ります。 

議決後、別途結果を通知いたします。 

 

 

 

団 体 名 

 

代表者氏名                様 

 

 

 

 

年  月  日 

 

東京都板橋区教育委員会   

 

 

 

 



新様式 

第３号様式 

（第２６条関係） 

 

指 定 管 理 者 非 選 定 通 知 書 

 

 

     年  月  日付で申請された、東京都板橋区立図書館の指定管理者の指定

について、教育委員会の選考の結果、貴団体は指定管理者となるべき団体として選定さ

れませんでしたので、東京都板橋区立図書館館則第 26条第１項の規定により通知いた

します。 

 

 

 

団 体 名 

 

代表者氏名                様 

 

 

 

 

年  月  日 

 

東京都板橋区教育委員会   

 

 

 

 

 

 

 



新様式 

 

第４号様式 

（第２６条第２項関係） 

 

指 定 管 理 者 指 定 通 知 書 

 

 

貴団体におかれましては、東京都板橋区立図書館設置条例第８条第３項の規定に基づ

き、板橋区立図書館の指定管理者として指定されましたので、東京都板橋区立図書館館

則第２６条第２項の規定に基づき通知いたします。 

 

 

団 体 名 

 

代表者氏名                様 

 

 

年  月  日 

 

東京都板橋区教育委員会   

 

 

記 

 

１ 図書館名 

 

２ 指定期間           年  月  日 から 

年  月  日 まで 

 

３ 管理運営内容等     別途協定書により定める。 



新様式 

 

第５号様式 

（第２６条第２項関係） 

 

指 定 管 理 者 非 指 定 通 知 書 

 

 

貴団体におかれましては、板橋区立図書館の指定管理者として指定されませんでした

ので、東京都板橋区立図書館館則第２６条第２項の規定に基づき通知いたします。 

 

 

団 体 名 

 

代表者氏名                様 

 

 

年  月  日 

 

東京都板橋区教育委員会   

 

 

記 

 

（理由） 

 

 

 

 

 

 



新様式 

第６号様式（第２７条関係） 

 

板橋区立図書館指定管理者指定取消等通知書 

 

団 体 名 

代表者氏名                様 

 

東京都板橋区立図書館設置条例第１１条の規定により、下記のとおり板橋区立図書館指定管理者

の指定の取消し・全部の停止・一部の停止をしたので、東京都板橋区立図書館館則第２７条の規定

に基づき通知します。 

 

年  月  日 

東京都板橋区教育委員会   

 

記 

 

協  定  日            年  月  日 

 

指 定 期 間            年  月  日 から 

                   年  月  日 まで 

 

指定した業務内容 

 

取消し・全部の停止・一部の停止の理由  

 

 

（１） この決定に不服がある場合は、この決定があったことを知った日の翌日から起算して３月

以内に、東京都板橋区教育委員会に対して審査請求をすることができます。なお、この決定が

あったことを知った日の翌日から起算して３月以内であっても、この決定の日の翌日から起算

して１年を経過すると審査請求をすることができなくなります。 

（２） この決定については、この決定のあったことを知った日の翌日から起算して６か月以内

に、板橋区を被告として処分の取消しの訴えを提起することができます。なお、この決定が

あったことを知った日の翌日から起算して６か月以内であっても、この決定の日の翌日から

起算して１年を経過すると処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。ただし、

上記(１)の審査請求をした場合には、当該審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌

日から起算して 6か月以内に、処分の取消しの訴えを提起することができます。 



旧様式 

第１号様式 

（第２５条関係） 

 

指 定 管 理 者 指 定 申 請 書 

 

 東京都板橋区立図書館設置条例第８条の規定に基づき、指定管理者の指定を受けたい

ので、関係書類を添えて、申請いたします。 

 

年  月  日 

 

（あ て 先） 

東京都板橋区教育委員会 

 

申請者住所 

 

団 体 名 

 

代表者氏名                印 

 

 

指定申請する施設名                           

 

 

            担当部署・担当者名               

                                    

 

            電 話 番 号     （    ）       

                                    

            Ｅ－ｍａｉｌ                  

 



旧様式 

 

第２号様式 

（第２６条関係） 

 

指 定 管 理 者 候 補 選 定 通 知 書 

 

 

    年  月  日付で申請された、東京都板橋区立図書館の指定管理者の指定に

ついて、教育委員会の選考の結果、貴団体は指定管理者の候補団体として選定されたの

で、東京都板橋区立図書館館則第２６条第１項の規定により通知いたします。 

なお、このたび指定管理者の候補団体として選定された団体におかれましては、地方

自治法第２４４条の２第６項に規定する議決を経て指定管理者として指定される必要

があります。 

議決後、別途結果を通知いたします。 

 

 

 

団 体 名 

 

代表者氏名                様 

 

 

 

 

年  月  日 

 

東京都板橋区教育委員会 印 

 

 

 



旧様式 

 

 

第３号様式 

（第２６条関係） 

 

指 定 管 理 者 非 選 定 通 知 書 

 

 

    年  月  日付で申請された、東京都板橋区立図書館の指定管理者の指定に

ついて、教育委員会の選考の結果、貴団体は指定管理者となるべき団体として選定され

ませんでしたので、東京都板橋区立図書館館則第２６条第１項の規定により通知いたし

ます。 

 

 

 

団 体 名 

 

代表者氏名                様 

 

 

 

 

年  月  日 

 

東京都板橋区教育委員会 印 

 

 

 

 

 



旧様式 

 

 

 

第４号様式 

（第２６条第２項関係） 

 

指 定 管 理 者 指 定 通 知 書 

 

 

貴団体におかれましては、東京都板橋区立図書館設置条例第８条第３項の規定に基づ

き、板橋区立図書館の指定管理者として指定されましたので、東京都板橋区立図書館館

則第２６条第２項の規定に基づき通知いたします。 

 

 

団 体 名 

 

代表者氏名                様 

 

 

年  月  日 

 

東京都板橋区教育委員会 印 

 

 

記 

 

１ 図書館名 

 

２ 指定期間           年  月  日 から 

年  月  日 まで 



旧様式 

 

３ 管理運営内容等     別途協定書により定める。 

 

 

第５号様式 

（第２６条第２項関係） 

 

指 定 管 理 者 非 指 定 通 知 書 

 

 

貴団体におかれましては、板橋区立図書館の指定管理者として指定されませんでした

ので、東京都板橋区立図書館館則第２６条第２項の規定に基づき通知いたします。 

 

 

団 体 名 

 

代表者氏名                様 

 

 

年  月  日 

 

東京都板橋区教育委員会 印 

 

 

記 

 

（理由） 

 

 

 



旧様式 

 

第６号様式（第２７条関係） 

 

板橋区立図書館指定管理者指定取消等通知書 

 

団 体 名 

代表者氏名                様 

 

東京都板橋区立図書館設置条例第１１条の規定により、下記のとおり板橋区立図書館指定管理者

の指定の取消し・全部の停止・一部の停止をしたので、東京都板橋区立図書館館則第２７条の規定

に基づき通知します。 

 

年  月  日 

東京都板橋区教育委員会 印 

 

記 

 

協  定  日            年  月  日 

 

指 定 期 間            年  月  日 から 

                   年  月  日 まで 

 

指定した業務内容 

 

取消し・全部の停止・一部の停止の理由  

 

 

（１） この決定に不服がある場合は、この決定があったことを知った日の翌日から起算して３月

以内に、東京都板橋区教育委員会に対して審査請求をすることができます。なお、この決定が

あったことを知った日の翌日から起算して３月以内であっても、この決定の日の翌日から起算

して１年を経過すると審査請求をすることができなくなります。 

（２） この決定については、この決定のあったことを知った日の翌日から起算して６か月以内

に、板橋区を被告として処分の取消しの訴えを提起することができます。なお、この決定が

あったことを知った日の翌日から起算して６か月以内であっても、この決定の日の翌日から

起算して１年を経過すると処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。ただし、

上記(１)の審査請求をした場合には、当該審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌

日から起算して 6か月以内に、処分の取消しの訴えを提起することができます。 


